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「１月１５日～１月２１日」は防災とボランティア

週間です。 (１月１７日は防災とボランティアの日）

災害はいつどこで起こるかわかりません。
日頃の備えは大丈夫ですか？

災害が起こったら・・・

★まずは自分自身の安全確保

★火元の確認・避難方法の確認

（自動車の利用はできる限り避ける）

★助け合いの行動を！

青切符（交通反則通告制度）とは、
一定の交通違反をした場合、反則金
を納めれば刑事手続きに移行せず、
事件が終結される（いわゆる「前科」
もつかない）という制度です。一方、
飲酒運転や妨害運転等はこれまでと
同様に赤切符が適用（刑事手続きに
移行）されます。
＊青切符の対象は

16歳以上

１１０番は事件事故の緊急専用電話です。

緊急性のない相談や問い合わせは、＃９１１０又は

警察署や交番にお願いします。

また、いたずらや間違い電話は、緊急を要する通報

への対応を遅らせる原因となります。

警察が緊急事態に一刻も早く対応できるよう

１１０番は正しく使いましょう。


